
広報みほ　令和３年７月号 18

　申請・問合せ　教育委員会子育て支援課☎０２９－８８５－０３４０（内）２３２

■支給対象　下記①②の両方に当てはまる方（※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く）
①令和３年３月３１日時点で、１８歳未満の児童（障がい児の場合２０歳未満）を養育する父母等
　＊令和４年２月末までに生まれた新生児等も対象となります。
②令和３年度住民税（均等割）が非課税の方、または令和３年１月１日以降の収入が急変し、住民税非課
税相当の収入となった方

■給付金の支給手続き　令和３年４月分の児童手当、または特別児童扶養手当の受給者で住民税非課税
の方は申請不要です。６月下旬に案内を発送いたしましたので内容をご確認ください。

低所得の子育て世帯に対する
子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外）のご案内

　

支給額　児童１人当たり一律５万円

□問合せ　自衛隊茨城地方協力本部龍ケ崎地域事務所（龍ケ崎市寺後３６２９－５）☎０２９７－６４－３３５１
※ホームページにも募集情報を掲載しています。（http://www.mod.go.jp/pco/ibaraki/）

この他、７月１日から防衛大学校学生、防衛医科大学校学生も受け付けています。
応募資格年齢の起算日は、募集種目ごとに異なっていますのでそれぞれの採用要項で確認してください。
※詳しくは自衛隊茨城地方協力本部龍ケ崎地域事務所へお問合せください。

自衛官等募集案内

航空学生
海上・航空
自衛隊

受験資格 受付期間

１８歳以上３３歳未満の者

【空】１８歳以上２１歳未満の方

７月１日（木）
～

９月９日（木）
※締切日必着

７月１日（木）
～

９月６日（月）
※締切日必着

通年 受付時にお知らせします

試験期日

一般曹候補生
１８歳以上３３歳未満の者 １次：９月１６日～１９日のうち指定する１日

２次：１０月９日～２４日のうち指定する１日

１次：９月２０日
２次：１０月１６日～２１日のうち指定する１日
３次：【海】１１月１９日～１２月１５日のうち指定
　　　する１日
　　　【空】１１月１３日～１２月１６日のうち指定
　　　する期間

※高卒者（見込含）、または高専
　３年次修了者（見込含）

※高卒者（見込含）、または高専
　３年次修了者（見込含）

※採用予定月の末日現在で
　３３歳に達していない方

※採用予定月１日から起算し
　て３月に達する日の翌月の
　末日現在、３３歳に達してい
　ない方

自衛官候補生

【海】１８歳以上２３歳未満の方

■問合せ　国保年金課国保係☎０２９－８８５－０３４０（内）１１６・１１７

国民健康
　　保険
国民健康
　　保険

『国民健康保険被保険者証』
　　　　　　の更新時期です

『国民健康保険被保険者証』
　　　　　　　の更新時期です

▲

申請により交付される方

▲
以下の事由が生じたときは届出が必要です

毎年８月１日付けで、国民健康保険被保険者証（保険証）は更新となりますので、新しい保険証を７月末日ま
でに簡易書留郵便で送付します。
お手元に届きましたら、保険証の記載内容に間違いがないかどうかご確認ください。また、現在使用中の保
険証については、有効期限経過後に各自で責任を持って処分してください。

以下の方は、申請により限度額適用認定証（限度額適用・標準負担額減額認定証）が交付されます。

・７０歳未満の方　
・７０歳以上で所得区分が低所得Ⅱ・Ⅰ、現役並Ⅱ・Ⅰの方

《保険証の取り扱い》
・必ず手元に保管しましょう。
・他人に貸したり、借りることはできません。
・医療機関等で診察を受けるときには、必ず窓口
で提示してください。

・コピーしたもの、有効期限の切れたものは使え
ません。

加入する健康保険や保険証の記載内容に変更があった場合、１４日以内に窓口に届け出をしてください。

・転入、出生、職場の健康保険からの脱退等による「資格取得」
・転出、死亡、職場の健康保険への加入等による「資格喪失」
・住所、氏名等の変更による「記載内容変更」
※届出に必要な書類等については、村ホームページをご覧いただくか役場国保年金課までお問い合わせく
ださい。

《保険証の有効期限》
・村から交付される保険証の有効期間は１年です。
※国民健康保険税に未納がある場合は、有効期間
の短い保険証が交付されます。有効期限が切れ
る前に役場収納課で納付または納税相談を行い、
有効期限の延長を申し出てください。

認定証を保険証と一緒に医療機関などに提示すると、窓口での一部負担金の支払いが自己負担限度額まで
となります。自己負担限度額については、保険証と一緒に送付されるパンフレット「国保かんたんガイ
ド」をご確認ください。
※国民健康保険税に滞納がない方が対象です。
※現在、認定証をお持ちの方も８月以降分は新たに申請が必要です。

村への届出が必要なケース村への届出が必要なケース村への届出が必要なケース

限度額適用認定証の申請限度額適用認定証の申請


